
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

令和７(2025)年度人権に関する作品コンクール  
イラストの部  入賞作品  
『世界に愛の花を』  

幸福の科学学園中学校  相良  悠月 さん 

第１章 
 
とちぎの人権教育 
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（１）国内外の動き 

１．人権を取り巻く状況 

 

 20 世紀における二度の世界大戦において多くの命が奪われ人権侵害が行われた反省から、

昭和 23(1948)年の国連総会で、「世界人権宣言」が採択されました。その後、人権に関する

様々な条約が採択されるなど、人権保障のための国際的努力が重ねられてきました。 

平成５(1993)年に、ウィーンにおいて世界人権会議が開催され、人権が普遍的であり、正当

な国 際 的 関 心 であること等 が確 認 され、これを受 けて国 連 は、平 成 ７ (1995)年 から平 成

16(2004)年までを「人権教育のための国連 10 年」とし、行動計画を策定しました。さらに、そ

の終了に伴い「人権教育のための世界計画」の実施が決定し、終了期限を設けず５年ごとのフェ

ーズ及び行動計画を策定することとしています。各フェーズの主な内容については、次のとおりです。 

我が国においては、平成９(1997)年７月に｢『人権教育のための国連 10 年』国内行動計

画｣が策定されました。平成 12(2000)年には｢人権教育及び人権啓発の推進に関する法律｣

が制定され、人権教育の目的が｢人権尊重の精神を涵養する教育｣と定義されるとともに、人権

教育に関する施策の推進についての国、地方公共団体及び国民の責務が明らかにされました。

平成 14(2002)年には｢人権教育・啓発に関する基本計画｣が閣議決定され、人権尊重の理

念が｢人権共存の考え方｣と示されました。同基本計画は、第一次基本計画策定後の社会経

済情勢の変化や国際的潮流の動向を踏まえ、第二次が令和７(2025)年に閣議決定されまし

た。主な改訂点は、次のとおりです。 

学校教育においては、平成 16(2004)年から平成 20(2008)年にかけて｢人権教育の指導

方法等の在り方について｣の[第一次とりまとめ]から［第三次とりまとめ]が公表され、人権尊重の

理念が｢自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること｣と示されるとともに、人権教育の指導

内容(｢人権教育を通じて育てたい資質・能力｣)及び指導方法(｢協力｣｢参加｣｢体験｣)が示さ

【｢人権教育のための世界計画｣行動計画の経過】  

第１フェーズ(2005～2009 年)初等中等教育に焦点化  

第２フェーズ(2010～2014 年)高等教育、教職員・公務員・法執行者・軍隊への人権研修に焦点化 

第３フェーズ(2015～2019 年)第１・２フェーズの強化、メディア関係者への人権研修に焦点化 

第４フェーズ(2020～2024 年)人権教育を通した青少年の強化  

第５フェーズ(2025～2029 年)こどもと若者に焦点化  

【｢人権教育・啓発に関する基本計画（第二次）｣の主な改訂点】  

・「ビジネスと人権」に関する記載を追加  

・「複合差別」の問題  

・「インターネット上の人権侵害」を各人権課題に横断的な課題として整理  

・「性的マイノリティの人々」を個別の人権課題に追加  
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（２）栃木県の現状 

れるなど人権教育を推進するための体制が整えられてきました。令和３(2021)年には、人権教

育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］策定後の社会情勢の変化を踏まえ

［第三次とりまとめ］を補足する資料が作成されました。 

 

本県では、平成 13(2001)年 10 月栃木県同和対策審議会から出された意見具申を受け

て、平成 15(2003)年に「栃木県人権尊重の社会づくり条例」を制定しました。この条例では、

人権尊重の社会づくりに関する基本理念や県及び県民の責務を明らかにするとともに、人権施

策の推進に当たって、県としての人権施策の基本方針を定めることとしており、平成 17(2005)

年３月、「栃木県人権尊重の社会づくりに関する施策の基本方針」を策定しました。 

平成 18(2006)年３月には、この基本方針の規定に基づき｢栃木県人権施策推進基本計

画｣を策定し、「人権教育及び人権啓発」並びに「相談・支援」に関する基本的な取組方向を

明らかにしました。本基本計画は平成 23(2011)年に改訂し、その後、栃木県人権施策推進

基本計画(2016～2025)｣ を策定しました。 

令和３(2021)年３月には、様々な人権問題に対する県民の意識状況を明らかにすることに

より、真に人権が尊重される社会の実現を目的とした施策の展開の基礎資料とするため、県内

18 歳以上の男女を対象とした「人権に関する県民意識調査(栃木県県民生活部人権・青少

年男女参画課)」を実施し、その結果を公表しました。その中で、「人権の尊重された社会をつくる

ためには、どのようなことが必要だと思いますか」という質問に対して、「学校教育・社会教育にお

ける人権教育を充実すること」と回答した割合が 70.3％でした。  

 

 

 

 

 

 

これらの調査結果から、県民は学校教育及び社会教育における人権教育の充実に対して、

高い期待を寄せていることがわかりました。 

本基本計画の終了を受けて、その成果と結果を踏まえ、新たな「栃木県人権施策推進基本

計画(2026～2035)」を策定し、一人ひとりの人権が尊重される平和で豊かな社会の実現に向

けて、様々な人権施策を総合的に推進していきます。 

県教育委員会では、部落差別(同和問題)の解決のためには、教育と啓発の果たす割合が

極めて重要であるとの認識のもと、昭和 49 年に同和教育の取組を開始して以来、様々な関係

施策の推進に努めてまいりました。平成 13 年の栃木県同和対策審議会からの意見具申を受

け、「栃木県人権教育基本方針」(平成 13 年 11 月 6 日決定)を決定し、これまで同和教育

70.3%

53.4%

43.9%

○人権が侵害された被害者の救済・支援を
充実すること  

○人権意識を高め、人権への理解を深めて
も ら う た め の 啓 発 広 報 活 動 を 推 進 す る
こと  

「人権の尊重された社会をつくるためには、どのようなことが必要だと思いますか」  

○学校教育・社会教育における人権教育を
充実すること  

…
 

…
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で確立されてきた推進体制や教育活動の成果等を踏まえ、すべての人の基本的人権を尊重して

いくための人権教育として推進していくこととしました。さらに、「栃木県人権尊重の社会づくり条例」

(平成 15 年４月１日施行)及び「栃木県人権施策推進基本計画(2016～2025)」等を踏

まえ、県内全ての学校全ての地域における人権教育の推進に向けて、各種事業に取り組んでま

いりました。 

令和６(2024)年 11 月に、県内全ての県立学校、市町立学校及び各市町教育委員会

を対象とした「令和６(2024)年度人権教育推進状況調査(栃木県教育委員会)」を実施し、

その調査結果から次に示す課題が明らかとなりました。 

これらの課題を踏まえ、「とちぎ教育

ビジョン(2026～2030)」基本施策４

に示す「人権尊重の精神を育む教育

の充実」に向けて、「自他を大切にする

共 生 社 会 の実 現 に向 けた教 育 の推

進」「指導者の人権意識の高揚と指

導力の向上」「人権に関する学習や啓

発の充実」に関する事業を展開してい

きます。 

 

【「令和６(2024)年度人権教育推進状況調査」結果から見える主な課題】  

・人権教育全体計画の見直し（実態に即した見直しをしている学校の減少）  

・学習指導案への位置付け（指導案に人権教育を位置付けている学校の減少） 

・学校、家庭、地域社会の連携、保護者啓発（保護者啓発など学校、家庭、地域が連携した取組の減少） 

令和７(2025)年度人権に関する作品コンクール  
イラストの部  入賞作品  

『2 つの日常』  
栃木市立栃木東中学校  佐々木 亜実  さん  
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令和７(2025)年度人権に関する作品コンクール  
イラストの部  入賞作品  

『互いに笑いあえる世界へ』  
県立真岡工業高等学校  西根  海莉明 さん  
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（１）基本的な在り方  

２．本県の人権教育 
 

 

【人権の意義】  

 

 

 

 

 人権は、誰もが生まれながらにしてもっている権利です。全ての人が人間らしく、自分らしく生きる

ことのできる権利のことを指します。人権が保障されることで、自由に、幸福に、そして自分らしく生

きることができます。 

 

【人権尊重の理念】  

 

 

 

 

 自分の人権も他人の人権も大切です。「人権尊重の理念」は、一人一人が人権の大切さを

理解し、互いにその人権を尊重するような「人権の共存」の考え方です。 

 

 

【人権教育の意義】  

 

 

 人権教育は、互いに生まれながらにしてもっている人権を尊重し合う精神をじっくりと養成すること

を目的にした教育活動です。 

 

 

※涵養って？  

 

 

  

人権とは、人間の尊厳に基づく人間固有の権利であり、社会を構成する全ての人々が

個人として生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできな

い権利を意味する。 

 

人権尊重の理念とは、自分の人権のみならず他人の人権についても正しく理解し、一

人一人が自らの権利の行使に伴う責任を自覚して、互いに人権を尊重し合うこと、すなわ

ち、人権の共存の考え方と捉える。 

人権教育とは、人権尊重の精神の涵養※を目的とする教育活動を意味する。 

涵養とは、水がしみこむように、徐々にじっくりと養成することです。人権教育においては、一

人一人がその発達の段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを着実に身に

付けていくことが大切です。 
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【人権教育の目的】  

 

 

 

 人権教育においては、自分の人権も他人の人権も尊重する精神を、じっくりと養うことが大切で

す。各学校で定めている「人権教育全体計画」に沿って、幼児児童生徒がお互いの人権を尊重

し合うことができる資質・能力の育成を図ります。 

 

 

 

 

 

【人権教育の推進】  

  

 

 

 

 

 

 

 

 幼児教育を含む学校教育から社会教育まで、それぞれの発達段階の特性に合わせて人権教

育を推進することが大切です。学校教育においては、学校で過ごす全ての時間を幼児児童生徒

の「学び」の時間と捉え、学校教育全体を通じた人権教育を推進していく必要があります。社会

教育においては、人権が尊重された社会をつくっていく立場である成人にとって必要となる、人権へ

の配慮や態度が行動につながるよう、資質・能力の育成を図ります。 

 

 

 

  

全ての人々が互いの人権を尊重し、共に生きる社会を実現するため、人権尊重の精神

の涵養を目的とする。 

 

学校教育及び社会教育それぞれの分野の特性を踏まえて推進する。 

学校教育  

幼児児童生徒の発達の段階に即しながら、保育、各教科等、各教科・科目等の特

質に応じ、学校の教育活動全体を通じて、人権尊重の理念について理解を促す。 

社会教育  

生涯学習の推進のための各種施策を通じ、生涯にわたって人権に関する多様な学習

機会を提供し、人権尊重の理念について理解を深める。 
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（２）目標 
 

 

 【幼児】  

 

 

 

 こどもが安心できる環境の中で自己発揮を促し、友達との関わりの中で共感したり、

一緒に活動する楽しさを味わったりすることで、人権尊重の精神の芽生えにつなげて

いきます。 

 

【小学生】  

 

 

 

 幼児期で育成したよりよい人間関係をつくろうとする基礎的な態度をベースとして、

思いやりや自分を大切にする心の育成、差別のないよりよい人間関係の形成を目

指します。 

 

【中学生】  

 

 

 

 小学生段階に引き続き、思いやりの心や自分を大切にする心を育成します。さらに、

生徒自身が「人権は全ての人が人間らしく、自分らしく生きることのできる権利であり、

互いに尊重することが大切である」ということに気付き、差別のないよりよい人間関係

を確立することに努める態度の育成を目指します。 

 

【高校生】  

 

 

 

 小学校及び中学校段階で身に付けた資質や能力を基礎として、様々な人権問

題（女性、こども、障害者、高齢者  など）に対する理解を深めます。さらに、成人

の前段階として、人権が尊重された社会を築こうとする意識をもち、実践行動につな

がる意欲や態度を育成します。 

  

人権尊重の精神の芽生えとしての感性やよりよい人間関係をつくろうとする基礎的な態

度を育てる。 

豊かな人間性や自尊感情を育成するとともに、人権の大切さに気付き、差別のないより

よい人間関係を醸成することに努める態度を育てる。 

豊かな人間性や自尊感情を育成するとともに、人権の意義及びその尊重と共存の重要

性に気付き、差別のないよりよい人間関係を確立することに努める態度を育てる。 

義務教育における人権教育の基礎の上に立って、様々な人権問題に対する理解を深

めるとともに、人権尊重社会を築いていこうとする意欲と態度を育てる。 
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【成人】  

 

 

 

  

 成人段階においては、生涯学習の視点に立ち、一人一人が人権の尊重された社

会を築く当事者としての意識をもち、資質や能力を養うために学び続けることが大切で

す。人権問題を自分ごととして捉えることで、人権への配慮や行動につながるような実

践力を身に付けていきます。 

 

 

人権問題を自らの課題として捉えるとともに、人権感覚を磨き、日常生活において人権

への配慮が態度や行動につながるような人権意識を高め、人権尊重社会の形成者として

必要な資質や能力を養う。 

 

成人 

高校生 

中学生 

小学生 

幼児 
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（１）推進の内容（三つの内容）  

３．本県の人権教育の推進 
 

 

 人権教育の推進に当たっては、【人権が尊重された雰囲気や環境に関すること】【豊かな人間

性に関すること】【人権意識に関すること】の三つの内容を扱うこととします。人権が尊重された雰

囲気や環境を基盤に、学習者の豊かな人間性を育み、人権意識を高めていくことが大切です。 

 

【人権が尊重された雰囲気や環境に関すること】 

一人一人の人権が尊重された雰囲気をつくり、人権が尊重された環境の中で学習が行われる

よう配慮する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

【豊かな人間性に関すること】  

 道徳教育との関連を意識し、ボランティア活動、自然体験活動をはじめとする体験活動、高齢

者や障害者等との交流活動など、豊かな体験の機会の充実を図ることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

【人権意識に関すること】  

 基本的人権や個人の尊重などを扱った人権一般や、様々な人権問題を扱い、人権意識を高

めることが大切です。 

 

 

 

  

  

  

 

 

・良いところを見つけ、認めるような関わりを意識してみましょう。 

・一人一人の意見を大切にしましょう。 

・互いの意見を認め合える雰囲気づくりをしましょう。 

 

★こんなところを意識して取り組んでみましょう★ 

・豊かな体験活動をとおして、他人を思いやる心の育成を図りましょう。 

・違いや個性を認め合い、互いの考えや意見を尊重し合えるよう意識しましょう。 

★こんなところを意識して取り組んでみましょう★ 

・社会科やその他関連する学習において、基本的人権の尊重の理解を深められるよう

にしましょう。 

・様々な人権問題（女性、こども、高齢者、障害者  など）について理解を深め、児

童生徒一人一人の人権意識を高められるよう配慮しましょう。 

★こんなところを意識して取り組んでみましょう★ 
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（２）推進の具体（三指導）   

 

ア 学校教育  

学校における人権教育の具体的な指導の構想として、【基底的指導】【直接的指導】【間接

的指導】があります。この三指導は、それぞれが機能し、互いに補完し合うことでより効果的なもの

になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全ての人々が互いの人権を尊重し、共に生きる社会を実現するためには、直接的指導を通じて

差別解消を図る資質・能力（育てたい資質・能力）を育成していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

間接的指導 直接的指導 

授 
業 

①人権一般や様々な人権問題

を取り上げている。 

②各教科等本来の目標を達成

する。 

③ 自 校 の 実 態 に 応 じ て定 め た

「育てたい資質・能力」を育成

する。（ 人 権 教 育 のねらいを

達成する）  

①各教科等の授業や保育の中で

「育てたい資質・能力」につなが

る力を育成する。 

 

※直接的指導以外の授業はすべ

て間接的指導 として捉 えること

ができる。 

①教育活動全体を通じて、一人一人を大切にするなど人権に配慮した指導  

◇５つの項目の趣旨◇ 

【 知 性 】…人権の大切さや人権にかかわる様々な問題を正しく認識できる知性  

【判断力】…偏見や差別の不当性を科学的に見極めるとともに、物事を公正・公平に判断

できる力  

【感受性】…共に生きる喜びや、差別・不正に対する悲しみや怒りを共感的に受容したり、考

えたりすることができる感受性  

【 技 能 】…互いの人権を尊重し合う人間関係を築くための社会的な技能  

【実践力】…人権にかかわる様々な問題を主体的に解決し、人権尊重の社会を築いていこう

とする実践力  

（「人権教育推進の手引」より抜粋）  

基底的指導 
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直接的指導で育成する「育てたい資質・能力」、間接的指導及び基底的指導で育成する

「育てたい資質・能力」につながる力を併せて「育てたい資質・能力」等といいます。この「育てたい

資質・能力」等を授業の中で身に付けさせるためには、略案を含む全ての学習指導案への位置

付けが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【略案を含む学習指導案への位置付け】 

記載事項  記載内容  

「人権教育との関連」   単元の目標、学習内容等と「育てたい資質・能力」等とのかかわり

を記述する。 

「人権教育の視点」   本時のねらいや学習内容、指導方法等と「育てたい資質・能力」

等とのかかわりを記述する。 

「生かしたい児童生徒」  「育てたい資質・能力」等に関して、本時の指導の中で生かしたい

児童生徒を設定し、どのようなよさを取り上げたり、どのような支援をし

たりするのかを記述する。 

「人権教育上の配慮」  「人権教育の視点」を受けて、「育てたい資質・能力」等を身に

付けさせるための支援や配慮事項を学習内容及び指導方法の両

方について、本時の指導の展開の中に具体的に記述する。 

また、学習指導において人権が尊重された雰囲気や環境づくりに

関する配慮事項についても記述する。 

 

 「育てたい資質・能力」 
「育てたい資質・能力」 

につながる力 

「育てたい資質・能力」等 

「人権教育との関連」「人権教育の視点」「生かしたい児童生徒」

「人権教育上の配慮」は、一貫性をもたせて記述することが大切で

す。例えば、「人権教育の視点」で育てたい資質・能力を【知性】とし

た場合、その【知性】を身に付けさせるために生かす児童生徒（生か

したい児童生徒）及び人権教育上の配慮を記述します。 

Point！ 
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学校教育における人権教育指導の構想（図解）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「育てたい資質・能力」等の設定例 

 

 

  

- 13 -



（３）推進上の留意事項  

イ 社会教育  

 社会教育においては、直接人権をテーマとした事業を実施することに加え、全ての事業を人権の

視点から見直し、人権教育推進の三つの内容【P.10 参照】と関連付けて取り組んでいくことが大

切です。 

 

 

 

【参加体験型】  

 

 

 

 

 

 

 

 

【講義型】  

 

 

 

【広報誌型】  

 

 

 

 

 

 人権教育の推進に当たっては、幼児児童生徒や学習者の実態、学校、家庭及び地域社会

等の実情に応じ、以下の事項に留意することが大切です。 

 

人権教育が効果的に推進されたか点検・評価をしましょう。 

   指導者、教職員として求められる高い人権意識や、その資質・能力の向上を図りましょう。 

   一人一人を大切にした温かな雰囲気づくりに取り組みましょう。 

   特に重要な課題である部落差別（同和問題）の課題解決に向けた取組を図りましょう。 

   男女の人権や性の尊重に係る取組を計画的に行いましょう。 

 

 いわゆる「ワークショップ」の形式の学習方法です。

学習者の主体的な活動とコミュニケーションを大切

にしながら行います。ワークショップは、三つの要素か

ら構成され、一貫したねらいのもと行います。 

 

構成する活動としては、「ゲーム」「シミュレーション」「ロールプレイング」「フォトランゲージ」「ディ

ベート」「ランキング」「ブレーンストーミング」「カード分類」「バズセッション」などがあります。 

 有識者の知識や経験を伝達する「講演会」「シンポジウム」「対談」等の形式と、映像・歌・音

楽・語りをとおして行う「啓発映画」「コンサート」等の形式があります。 

 各自治体が発行する広報誌をはじめ、市町教育委員会や学校からの各種たよりによる啓発等

の活動があります。 

①アイスブレーキング 
（学習の雰囲気や下地づくり） 
②中心となる活動  
③ふりかえり 

【ワークショップの三つの要素】  

学習会・研修会等の具体例 
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（４）努力点 
 

 

 「令和６(2024)年度人権教育推進状況調査」の結果を踏まえ、以下の項目について改善

に努めましょう。 

 

 

 

 多くの学校で作成されていますが、実態に即して

見直しを図りながら推進する学校は減少傾向にあ

ります。カリキュラム・マネジメントの視点で実情に応

じた見直しを図りながら、人権教育を推進すること

が大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児児童生徒一人一人が大切にされた温かな

雰囲気や環境が人権教育の基盤となります。人

権の配慮を欠いた不適切な言動や指導が、そうし

た基盤を根底から揺るがすものであることを踏まえ、

指導者としての人権感覚を磨き、人権意識を高め

ていくことが重要です。チェックリストの活用、人権教

育推進の手引の確認、校内研修の実施など、教

職員の人権意識を高める取組をしていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 直接的指導はもとより、直接的指導以外の全て

の授業が「育てたい資質・能力」につながる力の育

成を目指す間接的指導であることを踏まえ、略案

を含む全ての学習指導案に「人権教育との関連」

「人権教育の視点」「生かしたい児童生徒」「人

権教育上の配慮」を位置付け、意図的、計画的

に人権教育を行うことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

全体計画の見直し及び指導の改善 

教職員の人権意識の高揚 

学習指導案への位置付け 
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様々な人権問題  

※発達の段階や地域の実情等を踏まえて、取り上げることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【】 

 

 

 

 

 

  

女 性 

日本国憲法は、法の下の平等について規定し、政治的、経済的又は社会的関係における性差別を禁止する（第 14 条）
とともに、家族関係における男女平等について明文化している（第 24 条）。しかし、現実には、「男は仕事、女は家庭」
といった性別の役割を固定的に捉える意識が社会的に根強く残っていることから、就職や職場における昇進の際をはじ
め、社会生活の様々な場面において女性が不利益を受ける問題がある。また、配偶者・パートナー・恋人からの暴力（Ｄ
Ｖ、デートＤＶ）、性犯罪、売買春、セクシュアルハラスメント、ストーカー行為、人身取引（性的サービスや労働の強
要等）などの問題もある。 

こども 

こどもの人権の尊重とその心身にわたる福祉の保障及び増進などに関しては、既に日本国憲法をはじめ、児童福祉法
や児童憲章、教育基本法などにおいてその基本原理ないし理念が示され、また、国際的にも児童の権利に関する条約等
において権利保障の基準が明らかにされている。こどもの人権にかかわる問題には､主に学校で発生するいじめ、暴力
行為、教師による体罰などのほか、児童虐待、性暴力の被害などがある。特に、スマートフォン等の利用が児童生徒等
に普及する中で、SNS やインターネット上でいじめを受ける事案が生じており、大きな社会問題となっている。令和５
年４月１日にはこども家庭庁が発足し、同日、こども基本法が施行された。令和６年には、「子ども・若者育成支援推進
法」の改正により、支援の対象に「ヤングケアラー」が明記された。 

高齢者 

我が国においては、平均寿命の大幅な伸びや少子化などを背景として高齢化が急速に進み、本格的な超高齢社会を迎
えている。こうした状況の中、高齢者に対しては就職に際しての差別の問題のほか、介護を要する高齢者への家庭や施
設における身体的・心理的虐待、家族等が本人に無断で財産を処分する経済的虐待などの問題がある。さらに、急速な
高齢化の進展に伴い、我が国の認知症の人数は増加している。 

障害者 

全ての国民は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるもので
ある。「障害者基本法」では、この理念にのっとり、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策である「障害者基
本計画」を策定することとされており、同計画に基づき具体的な取組を推進していくとしている。しかし、現実には就
職に際して不当な扱いを受ける問題のほか、入居や入店の拒否、施設における劣悪な処遇や身体的虐待などの問題があ
る。こうした差別の解消を推進し、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して「障害を理由
とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）が平成 28 年４月１日から施行された｡令和６年４月には
一部が改正され､事業者にも合理的配慮が義務化された。 

部落差別（同和問題） 

日本社会の歴史的過程で形づくられた身分的差別により、今なお、特定の地域出身や、そこに住んでいることを理由
に差別を受けるなどの問題を部落差別（同和問題）といい、我が国固有の重大な人権問題である。部落差別（同和問題）
は、昭和 40 年の同和対策審議会答申以降の教育及び啓発活動の推進等によりその解消に向けて着実に前進してきた。
しかし、地域や年代などにより程度の差はあるものの、差別意識は依然として存在しており、結婚や就職に際しての差
別の問題や、インターネットを介した差別情報の流布などの問題が発生している。平成 28 年 12 月には、部落差別のな
い社会の実現を目指して､｢部落差別の解消の推進に関する法律｣が施行された。 

外国人 

諸外国との人的・物的交流が飛躍的に拡大し､我が国に在留する外国人が増えている｡日本国憲法は、権利の性質上日
本国民のみを対象としているものを除き､日本に在留する外国人についても等しく基本的人権の享有を保障しており､
政府は､外国人に対する平等の権利と機会の保障､他国の文化や価値観の尊重､外国人との共生に向けた相互理解の増進
等に取り組んでいる。しかし、現実には、外国人に対する就労差別や入居・入店拒否の問題のほか、一部の国や民族あ
るいは特定の国籍の外国人を排斥するような言動（いわゆるヘイトスピーチ）などの問題がある。こうした問題に対し､
平成 28 年 6 月に｢本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律｣が施行された｡ 

アイヌの人々 

北海道を中心に、昔から日本に住んでいたアイヌの人々は、独自の豊かな文化や伝統を築き上げてきた。しかし、土

地を奪われたり、アイヌ語の使用が禁じられたりするなどの同化政策が行われ、民族としての誇りを奪われることにな

った。現在も、日常生活の中で差別発言を受けたり、結婚や就職に際して差別されたりするなどの問題がある。アイヌ

の人々が民族としての誇りをもって生活することができ、その誇りが尊重される社会を実現するため、令和元年５月に

は、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」が施行された。 

インターネット上の人権侵害（課題横断的な人権課題） 

インターネットが急速に普及し、私たちの生活は非常に便利で効率的なものへ変化した。近年は、スマートフォン、
携帯ゲーム機などの様々な機器を通じてインターネットを利用することができるようになり、コミュニケーションツー
ルとして普及する一方で、インターネット上の人権侵害が社会問題化している。特に、情報の拡散力が圧倒的に高い SNS
等 の普及により、個人に対する誹謗中傷、名誉毀損、プライバシーの侵害、差別を助長する表現の掲載、こどもの性被
害など、人権に関わる様々な問題が急速に深刻化している。加えて、以下に掲げる様々な人権課題のいずれにも密接か
つ横断的に関連する問題でもあり、この問題を解消することは、様々な人権課題を解消する上でも不可欠である。 
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【参考資料】  
「人権教育・啓発に関する基本計画（第二次）」（令和７年６月６日）閣議決定  
「人権について考える」（平成 30 年 10 月）栃木県 
「栃木県人権施策推進基本計画（2026～2035）」（令和８年３月）栃木県

感染症の患者等 

HIV 感染者、肝炎ウイルス感染者、新型インフルエンザ等の感染症に対して、医学的に不正確な知識や思い込みによ
る過度な恐怖感などから、感染症患者等に対する偏見や差別意識が生まれ、患者をはじめ､元患者や家族に対する様々
な人権問題が生じている｡近年は SNS 等の普及もあり、感染症に関する不正確な情報が瞬く間に拡散されることによっ
て、偏見や差別が助長される等の問題がある。 

刑を終えて出所した人及びその家族 

刑を終えて出所した人等が、安定した社会生活を営むためには、本人の強い更生意欲とともに、地域社会の理解と協

力が不可欠である。しかし、刑を終えて出所した人等に対する偏見・差別は根強く、就職に際しての差別や住居の確保

の困難等の問題がある。 

性的マイノリティの人々 

全ての国民は、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのな

い個人として尊重されるものである。しかし、性の多様性への理解の不足から偏見や好奇の目で見られたり、差別発言

を受けたりするなどの問題がある。令和５年６月には、性の多様性に寛容な社会を目指して、「性的指向及びジェンダ

ーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が施行された。 

北朝鮮当局によって拉致された被害者等 

1970 年代～80 年代にかけて北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）によって日本人が拉致された問題である。政府は、

これまでに 17 名を拉致被害者として認定している。北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとと

もに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成

18 年に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行された。 

犯罪被害者及びその家族は、犯罪そのものやその後遺症によって精神的、経済的に苦しんでいるにもかかわらず、興
味本位のうわさや心ない誹謗中傷等が SNS 等のインターネット上に書き込まれることにより名誉が傷つけられたり、私
生活の平穏が脅かされたりする問題がある。平成 17 年４月に施行された「犯罪被害者等基本法」では、犯罪被害者等の
人権への配慮やその置かれている環境、名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について理解を深めるための取組を推
進することとしている。 

犯罪被害者及びその家族 

災害に伴う人権問題 

 平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災及びそれに伴う福島第一原子力発電所の事故は、東北地方を中心とし

た東日本に甚大な被害をもたらし、現在も避難生活を余儀なくされている人々がいる。この事故では、被災された人々

に対する偏見や差別、風評による心ない嫌がらせ等の問題が発生した。 

また、本県においても近年では台風による大雨等、多くの人々が避難を強いられる災害が増えている。災害発生時の

避難所においては、プライバシーの確保の問題をはじめ、高齢者や障害者等、普段から特別な援助や配慮を必要とする

人々がより一層困難な状況に置かれるという問題がある。 

ホームレス等生活困窮者にかかわる人権問題 

過去の厳しい雇用情勢など様々な理由から、自立の意思がありながら、やむを得ない事情で公園、道路、駅舎などで

の生活を余儀なくされている人々がいる。平成 14 年に「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」（ホームレス

自立支援法）が施行されたが、これらの人々は、偏見や差別の対象になり、嫌がらせや暴行を受けるなどの問題がある。

また、生活困窮者は病気で働けない、負債を抱えているなど複合的な課題を抱えているケースがあるほか、社会とのつ

ながりが薄れ、自ら行政サービス等にアクセスできないなどの問題がある。 

ハンセン病患者・元患者及びその家族 

ハンセン病は､らい菌による感染症であるが､らい菌に感染しただけでは発病する可能性は極めて低く､仮に発病した
場合であっても､現在は治療方法が確立している｡しかし、平成８年まで行われた強制隔離政策により、ハンセン病が恐
ろしい感染症であるという誤った認識が広く浸透し、学校や職場、地域社会等で厳しい差別を受け、就職や結婚の際に
も偏見や差別による被害を受けてきた。令和５年の意識調査の結果から、社会においてハンセン病に対する偏見や差別
が未だに根強く残っていることが明らかになった。 
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（１）人権教育全体計画・年間指導計画の作成と実践 

４．各校における人権教育の推進に向けて 
 

 

 人権教育は、栃木県人権教育基本方針に示されているとおり、「すべての学校すべての地域に

おいて」推進されることになっています。そのためには「推進体制の整備・充実」を図る必要がありま

す。 

 「推進体制の整備・充実」といっても様々なことが考えられますが、その出発点は至って明確です。

それは「人権教育全体計画（構想）」及び「年間指導計画」の作成です。 

 

 ア．人権教育全体計画（構想）について 

 人権教育全体計画は、人権教育推進の要です。なぜなら、そこには栃木県の人権教育を推

進するためには絶対に欠くことのできない「差別解消を図るための資質・能力」いわゆる「育てたい

資質・能力」が設定されるからです。 

 「育てたい資質・能力」は次の５つの項目で整理され、それらの趣旨が人権教育推進の手引に

示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これら５つの項目の趣旨を十分に踏まえ、児童生徒の実態や地域からの要請、保護者や教職

員の願いなど学校を取り巻く実態を考慮した上で、学校ごとに「育てたい資質・能力」を設定しま

す。 

 この「育てたい資質・能力」は、言い換えれば「人権に関する知的理解と人権感覚」を構成する

要素です。さらに「人権に関する知的理解と人権感覚」が昇華して「自分の人権も他者の人権も

守ろうとする人権意識」となり、人権意識が高まることで「自分の人権も他者の人権も守ろうとする

実践行動」に結び付くとされています。 

 つまり、人権教育を推進するためには、まず学校ごとに「育てたい資質・能力」を人権教育全体

計画の中に設定することが必要であり、授業を通じて「育てたい資質・能力」を育成していくことが

重要です。「育てたい資質・能力」の設定は、人権教育推進の第一歩と言えます。 

 

 イ．年間指導計画について 

 年間指導計画は、まさに一年間の授業を見通すためのものです。当該年度における取組の全

体像を具体的に把握し、共通認識をもって教育活動に取り組めるようにするための、大切な指針

になります。 

【 知 性 】…人権の大切さや人権にかかわる様々な問題を正しく認識できる知性  

【判断力】…偏見や差別の不当性を科学的に見極めるとともに、物事を公正・公平に判断で

きる力  

【感受性】…共に生きる喜びや、差別・不正に対する悲しみや怒りを共感的に受容したり、考

えたりすることができる感受性  

【 技 能 】…互いの人権を尊重し合う人間関係を築くための社会的な技能  

【実践力】…人権にかかわる様々な問題を主体的に解決し、人権尊重の社会を築いていこう

とする実践力  

（「人権教育推進の手引」より抜粋・再掲） 
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（２）点検・評価 

人権教育は各教科・科目等ではないことや教科書がないことを考慮すると、年間指導計画の重

要性はより高くなると言えます。 

特に直接的指導を行うに当たっては、年間指導計画によって「いつ」「どの教科・領域等で」「ど

のような人権問題等を扱うのか」を明確にし、計画を確認しながら授業の中で確実に扱うことが大

切です。 

また、人権教育に深く関わる学校行事や様々な体験活動、さらには各教科・領域等との関連

が分かりやすく示された年間指導計画の作成が重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校においては、各学期や年度ごとに、人権教育に関する活動の点検・評価を行うことが求め

られます。点検・評価は、学校全体の組織的な取組として、人権教育の年間指導計画に沿って

行い、次年度における年間指導計画の見直しや、指導の工夫改善につなげていくことが大切です。 

  「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ] ～指導等の在り方編～」に

は、点検・評価として「ア．教職員による点検・評価」「イ．児童生徒による評価」「ウ．保護者

等による評価」が説明されています。 

  特に、児童生徒による評価については以下のように示されており、年間をとおして推進してきた

人権教育の成果や児童生徒の達成状況を把握することにつながります。さらに、今後の指導方

法等の工夫改善を進めるためにも大変重要です。 

 

イ. 児童生徒による評価 

点検・評価の取組の一環として、児童生徒の発達段階等も考慮しつつ、学校の取組に対す

る児童生徒の評価をアンケート等により調査し、その調査結果を学校としての評価に反映させて

【年間指導計画を作成するときの手順（例）】  

① 重点化を図った項目や人権問題等の決定  

 

 

 

② 直接的指導の学習の洗い出し 

 

 

 

③ 間接的指導の学習の洗い出し 

 

 

④ 一覧表の作成  

 

 

 

（人権教育推進のための Q&A―直接的指導編―より抜粋）  

 実践課題や児童生徒の実態を基に、重点化を図った項目（育てたい資質・能力）や人権問

題等を設定する。  （例）育てたい資質・能力→【感受性】  人権問題→【こども】  

 「人権一般」や「様々な人権問題」に関する学習内容を含む単元等を、各教科・科目等から洗

い出す。 

 重点化を図った内容に強く関わる学習内容や、関連する学校行事などを洗い出す。 

 各教科・領域等の重点化を図りながら、教職員の研修や保護者、地域に関する内容、学校行

事なども一覧表にまとめる。 
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いくことも考えられる。 

また、児童生徒が自らの学習について評価することは、人権教育に対する意欲・関心、達成

感の状況を把握する上で有意義であるとともに、児童生徒の学習の在り方を検証し、今後の指

導方法等の工夫改善を進めるためにも、不可欠な取組となる。さらに、学習の節目ごとに児童生

徒自身による評価を行い、その全体的な結果を学級で共有することにより、児童生徒相互の共

通認識を図ることも可能となる。 

（人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]～指導の在り方編～より抜粋） 

 

 一年間を見とおした PDCA サイクルを考えると、次のようなイメージになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①人権教育全体計画（構想）及び年間指導計画の策定について 

前述したように、人権教育全体計画と年間指導計画は、学校教育において人権教育を推進

する上で欠くことのできないものです。この計画の中心となるものが「育てたい資質・能力」（差別

解消を図るための資質・能力）です。 

人権教育全体計画においては、児童生徒や地域の実態、教職員の願いなどを考慮し、５つ

の項目の趣旨に沿って、「育てたい資質・能力」を設定していきます。 

この資質・能力を効果的に、しかも確実に育成するために、全教職員共通理解のもと、年間

指導計画を策定していくことになります。年間指導計画には、５つの項目の趣旨に沿って設定し

た「育てたい資質・能力」を重点化するなどしながら、直接的指導等を位置付けることが大切です。 
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②授業における直接的指導・間接的指導の実践について 

「育てたい資質・能力」は、直接的指導をとおして育成します。つまり、授業をとおして育成する

ことになります。これは間接的指導における「育てたい資質・能力」につながる力の育成も同様です。 

よって、人権教育全体計画の中に設定した「育てたい資質・能力」や「育てたい資質・能力」に

つながる力を確認し、それらを「いつ」「どの教科・領域・科目等で」「どの単元（内容）等で」育

成するのかを年間指導計画で確認した上で授業を行うことが必要です。 

 

③児童生徒の変容や三指導の実施状況の確認について 

例えば、児童生徒へのアンケート等の調査を年度当初と年度後半に実施し、それらを比較す

ることで児童生徒の変容を見取ることができます。 

三指導の実施状況については、教職員による点検・評価としてアンケート等を実施することが考

えられます。さらに、年間指導計画をもとに実施状況や達成状況を確認したり、自校化の状況を

共有したりすることも大切です。 

 

④次年度の人権教育全体計画や年間指導計画への反映について 

今年度の実践とその評価や三指導の実施状況等をもとに、次年度の人権教育全体計画や

年間指導計画へ反映させます。計画を「前年度踏襲」で終わらせることなく、評価や実施状況を

生かすことで計画をよりブラッシュアップしていくことが、学校における人権教育の推進につながります。 
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（３）参考資料  

 ア．義務教育課作成の「人権教育推進のための Q＆A―直接的指導編―」より抜粋した年

間指導計画の作成例  
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※最下部にある人権問題の表記は、現在の表記と異なる部分があります。 

（詳しくは「令和８(2026)年度人権教育推進の手引」を参照）  
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 イ．令和４～５年度文部科学省委託事業「人権教育研究推進事業（指定校事業）」

益子町立益子小学校の年間指導計画及び「育てたい資質・能力」等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ※最下部にある人権問題の表記は、現在の表記と異なる部分があります。 

（詳しくは「令和８(2026)年度人権教育推進の手引」を参照）  
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 ウ．令和６～７年度文部科学省委託事業「人権教育研究推進事業（指定校事業）」

那須町立高久小学校の年間指導計画及び「育てたい資質・能力」等  
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（１）本指導資料の内容・構成  

５．本指導資料について 
 

 

本指導資料は、5 つの章からなっています。 

第１章は「人権教育全般」に関する内容となっており、国内外や本県における人権を取り巻く

状況や本県の人権教育の推進等について記しています。年度当初に発行している「人権教育推

進の手引」の内容を分かりやすく再構築していますので、御活用ください。 

 

第２章から第４章は「学校教育における人権教育の推進」に関する内容となっています。第

２章は幼児教育に携わる先生方対象のチェックシートが掲載されています。第 3 章は小・中学校

及び義務教育学校の児童生徒、第４章は高等学校及び特別支援学校の児童生徒を対象と

した指導事例が掲載されています。 

 

第５章は「社会教育における人権教育の推進」に関する内容となっています。教職員対象の

研修や公民館講座等で活用できる学習プログラムが掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権教育全般  

第 1 章  

○本県の人権を取   

  り巻く状況  

○本県の人権教育  

○各校における人

権教育の推進に

向けて 

学校教育における人権教育の推進  

第２章  

（幼児）  

第３章  

（小・中・義務）  

第４章  

（高校・特支）  

人権教育指導資料の内容・構成  

人権教育全般  

第 1 章  

○本県の人権を取   

  り巻く状況  

○本県の人権教育  

○各校における人

権教育の推進に

向けて 

第５章  

（成人）  

社会教育における 

人権教育の推進  

○成人の人権意識

の高揚に向けた

学習プログラム 

       （４事例）  

 

第２章  

（幼児）  

第３章  

（小・中・義務）  

第４章  

（高校・特支）  

○各学校等における指導事例  

 

【第２章】…チェックシート 

【第３章】…指導事例（５事例）  

【第４章】…指導事例（４事例）  

学校教育における人権教育の推進  
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（２）本指導資料の特徴  

 

 

 

 本指導資料の特徴は、3 つです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【➀について】 

原則として直接的指導を行わない幼児教育を除いて、「共通した 3 つの人権問題」＋「選択

した人権問題」の合計４つの人権課題を扱っています。 

共通した 3 つの人権問題は、「こども」 「女性」 「部落差別（同和問題）」となっています。 

「こども」の人権問題を取り上げた理由は、５年毎に実施される人権教育推進状況調査

（直近では令和６年度に実施）において、直接的指導の学習テーマとして各校種とも特に重

視しているという結果が明らかになったからです。また、「こども」に関わる様々な人権問題が噴出し

ている昨今、教育職員としてそれらの問題に対し、誰よりも敏感になり、解決に向けて行動する必

要があることも理由の一つです。 

「女性」の人権問題を取り上げた理由は、令和 5 年度に日光市で開かれた G7 男女共同参

画・女性活躍担当大臣会合の開催を受け、男女共同参画をさらに進めていこうとする機運が高

まってきているからです。さらに、「女性の活躍促進」は本県の政策の重点事項でもあるためです。 

「部落差別（同和問題）」を取り上げた理由は、平成 14 年度から始まった人権教育の前

身であるのと同時に、県教育委員会は人権教育で扱う様々な人権問題のうち、特に重要なもの

の一つとして位置付けているからです。 

 

【②について】 

人権教育は、学校教育のみで完結するものではありません。また、基本的人権や人権の歴史

などといった普遍的な内容から、個別的な人権問題や新しく生じた人権問題について学んでいく

必要があります。つまり、生涯にわたって学び続ける姿勢が大切になります。 

県教育委員会は、生涯学習の観点に立って、生涯各時期における人権教育の目標を以下

のように設定しています。 

（1）幼  児  

      人権尊重の精神の芽生えとしての感性やよりよい人間関係をつくろうとする基礎的な態

度を育てる。 

（2）小学生  

      豊かな人間性や自尊感情を育成するとともに、人権の大切さに気付き、差別のないより

よい人間関係を醸成することに努める態度を育てる。 

➀ 幼児教育を含む学校教育（校種別）及び社会教育まで、チェックリストや発達段階に応

じた指導事例が掲載されている。 

 

② 発達段階のつながりを意識した人権教育を推進するため、「人権教育の目標を踏まえた次

の発達段階につなげるポイント（社会教育においては「参加者の人権意識を高めるポイン

ト」）」を示している。 

 

③ それぞれの指導事例において、「特別支援教育の視点を踏まえた支援」を示している。 
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（3）中学生  

      豊かな人間性や自尊感情を育成するとともに、人権の意義及びその尊重と共存の重

要性に気付き、差別のないよりよい人間関係を確立することに努める態度を育てる。 

（4）高校生  

      義務教育における人権教育の基礎の上に立って、様々な人権問題に対する理解を深

めるとともに、人権尊重社会を築いていこうとする意欲と態度を育てる。 

（5）成  人  

      人権問題を自らの課題として捉えるとともに、人権感覚を磨き、日常生活において人権

への配慮が態度や行動につながるような人権意識を高め、人権尊重社会の形成者とし

て必要な資質や能力を養う。 

（「人権教育推進の手引」より抜粋）  

これらの目標は、それぞれが独立しているものではなく、連続しているものと考えるほうが自然です。

よって、それぞれの発達段階における指導事例や学習プログラムに、次の発達段階につなげるポイ

ントを具体的に記載することで、連続性を意識して指導できるようにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 30 -



【③について】 

特別支援教育の視点を授業に反映させていくことは、特別な支援を必要としている児童生徒

のみならず全ての児童生徒にとっての「分かりやすさ」や「安心」につながります。 

展開上段「このような特性のある児童生徒、いませんか？」において、多くの学級にいるであろう

と予想される児童生徒の特性を定め、その児童生徒を中心に行う支援の具体を「特別支援教

育の視点を踏まえた支援」として展開右側の吹き出し等に示しました。支援の一例として、これら

を参考に実態に即したよりよい支援を考えていただければと思います。 
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（３）指導事例及び学習プログラムの見方   

 

【第３章・第 4 章】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １  ２ 

 ３ 

 ４ 

 ５ 

 ６ 

 ７ 

指導事例のタイトル及び学年・

教科・領域・科目等を示しています。 

 

 
１ 

 様々な人権問題のうち、ど

の人権課題を扱っているのか

を示しています。 

 
２ 

 この指導事

例に取 り組む

背景や事例の

あらまし、発展

的な活用法な

どが記されてい

ます。 

 
３ 

 本時の目標

を示しています。 
 
４ 

 人権教育の

視点は 、本時

のねらいや学

習 方 法 等 と

「 育 てたい資

質・能力」等と

のかかわ り を

記 述 し てい ま

す。 

 
５ 

 生かしたい

児童生徒を示

しています。取

り上 げる児童

生徒の「よさ」

を、人権教育の

視点で示 した

資質・能力と関

連付けながら、

どう生かすのか

を記述していま

す。 

 
６ 

 人権教育の目標を踏まえた次の発達段階につなげるポ

イントを示しています。このポイントを意識することで、本事例

の中において次の発達段階を意識した指導を行うことがで

きます。 

 
７ 
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 ８ 

 ９ 

      教室には様々な児童生徒が生活しています。その中には、授業において

様々な配慮を必要とする児童生徒もいます。ここでは、配慮が必要な児童生徒の特

性を設定し、本指導事例においてどのような支援をするとよいかという「特別支援教

育の視点を踏まえた支援」を例として示しています。 

 
８ 

 
９ 
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【第 5 章】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 
 ２ 

 ３ 

 ４ 

 ５ 

 ６ 

学習プログラムのタイトルを

示しています。 

 

 
１  様々な人権問題のうち、ど

の人権課題を扱っているのか

を示しています。 

 
２ 

 この学 習

プログラムに

取り組む背景

や事例のあら

まし、活用場

面などが記さ

れています。 

 
３ 

 本 学 習 プ

ログラムのねら

いを示 してい

ます。 

 
４ 

 効果的な

資料の使い

方や本学習

プログラムの

進め方など、

参加者の人

権意識を高

めるポイント

を示していま

す。 

 
５ 

 本学習プログラムの流れを導入、展開、まとめ（ふりかえり）の３

つに分けて示しています。目安の時間や準備物も示していますので、

講座や研修を実施する際の参考にしてください。 

 
６
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 ７ 

 本学習プログラムを実施するファシリテーターの声かけ例や留意点を

示しています。示されているとおりに進めることで、ファシリテーターの経験

値にかかわらず、本学習プログラムを実施することができるようになってい

ます。講座や研修の時間に合わせて、声かけ例を変更するなどしながら

活用してください。 

 
７ 
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